
                            事 務 連 絡 

                            令和３年１０月  日 

 

 吉見町介護予防・日常生活支援総合事業 

        指定事業所 管理者 様 

 吉見町居宅介護支援事業所 管理者 様    

 

    

                            吉見町長寿福祉課長 

 

 

総合事業に係るサービスコードの変更について（通知） 

 

 日頃より、当町の介護保険行政に御理解と御協力をいただき厚く御礼申し上げます。 

 さて、令和３年度報酬改定に伴い、新型コロナウイルス感染症対応として、令和３年９月

３０日までの間、千分の千一に相当する単位数が算定可能となっていたところですが、同年

１０月以降同運用は終了となりました。それに伴い、サービスコードの一部を変更、廃止い

たしました。 

つきましては、新たなサービスコードを令和３年１０月１日から適用いたします。各事業

者の皆様におかれましては御多忙の中大変恐縮ですが、下記内容を御確認いただき、必要な

事務処理等をお願い致します。 

 

記 

 

１．改正内容 

  「令和３年９月３０日までの上乗せ分」終了に伴う、サービスコードの変更、廃止 

  となります。 

 

２．サービスコードの一覧、CSVファイルについて 

  埼玉県国保連合会にて登録準備中です。１０月中に町のホームページに掲載する予定

です。令和３年１０月分サービス利用分から御活用ください。 

CSVファイル等は、システムに取り込む際に御利用ください。 

  【サービスコードの変更内容】 

Ａ３ 「令和３年９月３０日までの上乗せ分」廃止 

Ａ７ 「令和３年９月３０日までの上乗せ分」廃止 

ＡＦ 基本報酬項目コードの変更 

         

担当 長寿福祉課 介護保険係  電話 ０４９３－６３－５０１３ 

包括支援係  電話 ０４９３－５３－０３７０ 


